
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
下
市
町

会
計
責
任
者

堀
光
博

中
森
重
寛

平
成
二
十
七
年

支
部

三
月
四
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

異

動

後

異

動

前

届

出

年

月

日

こ
む
ら
さ
き
雅
史
と

政
治
団
体
の

こ
む
ら
さ
き
雅
史

こ
む
ら
さ
き
雅
史

平
成
二
十
七
年

い
こ
ま
の
未
来
を
創

名
称

と
い
こ
ま
の
未
来

と
生
駒
の
未
来
を

三
月
四
日

る
会

を
創
る
会

創
る
会

丸
山
か
ず
た
か
後
援

代
表
者

中
嶌
修
逸

左
川
義
史

平
成
二
十
七
年

会

三
月
五
日

荒
井
正
吾
後
援
会
大

主
た
る
事
務

宇
陀
市
大
宇
陀
山

宇
陀
市
大
宇
陀
区

平
成
二
十
七
年

宇
陀
支
部

所
の
所
在
地

口
一
五
五

山
口
一
五
五

三
月
六
日

勇
翔
会

主
た
る
事
務

生
駒
郡
三
郷
町
城

生
駒
郡
三
郷
町
美

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

山
台
一
―
七
―
二

松
ケ
丘
西
一
―
一

三
月
九
日



一

〇
―
一
一

代
表
者

上
田
隆
男

岡
本
吉
良

神
崎
静
代
後
援
会

会
計
責
任
者

神
﨑
晶
二

濱
眞
理
子

平
成
二
十
七
年

三
月
十
日

み
す
み
し
げ
き
後
援

主
た
る
事
務

大
和
高
田
市
昭
和

大
和
高
田
市
東
中

平
成
二
十
七
年

会

所
の
所
在
地

町
六
〇
〇
―
三

二
―
一
三
―
三
四

三
月
十
日

南
ま
き
後
援
会

代
表
者

南
真
紀

佐
藤
真
紀

平
成
二
十
七
年

三
月
十
日

会
計
責
任
者

南
真
紀

佐
藤
真
紀

幸
福
実
現
党
奈
良
後

主
た
る
事
務

奈
良
市
中
山
町
一

奈
良
市
佐
保
台
三

平
成
二
十
七
年

援
会

所
の
所
在
地

三
八
一
―
九

―
九
〇
二
―
二
九

三
月
十
一
日

四

代
表
者

谷
岡
正
行

乾
信
子

中
浦
新
悟
後
援
会

主
た
る
事
務

生
駒
市
小
明
町
六

生
駒
市
小
明
町
一

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

五
九
―
三

〇
五
九
―
一

三
月
十
一
日

深
木
健
宏
後
援
会

代
表
者

谷
口
利
広

竹
本
一
夫

平
成
二
十
七
年

三
月
十
一
日

会
計
責
任
者

林
裕

中
村
達
夫

浅
川
清
仁
連
合
後
援

会
計
責
任
者

小
西
俊
嗣

中
西
常
之

平
成
二
十
七
年

会

三
月
十
六
日



お
お
つ
ぼ
会

主
た
る
事
務

奈
良
市
雑
司
町
一

奈
良
市
大
森
町
八

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

一
九
―
一

―
一

三
月
十
六
日

高
見
省
次
後
援
会

政
治
団
体
の

高
見
省
次
後
援
会

２
年
以
内
に
財
政

平
成
二
十
七
年

名
称

破
綻
す
る
宇
陀
市

三
月
十
七
日

を
立
て
直
す
た
め

に
行
動
す
る
会

主
た
る
事
務

宇
陀
市
榛
原
天
満

宇
陀
市
榛
原
榛
見

所
の
所
在
地

台
東
二
―
八
―
五

が
丘
一
―
六
―
一

岩
田
国
夫
後
援
会

主
た
る
事
務

天
理
市
田
町
三
九

天
理
市
勾
田
町
二

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

五

五
三
―
六

三
月
二
十
日

山
本
し
ん
ご
後
援
会

代
表
者

佐
々
岡
廣
行

山
本
新
悟

平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
日

池
田
や
す
ゆ
き
後
援

主
た
る
事
務

御
所
市
本
馬
一
五

御
所
市
本
馬
一
八

平
成
二
十
七
年

会

所
の
所
在
地

五
―
一
七

〇
―
三

三
月
二
十
三
日

香
芝
を
よ
く
す
る
会

会
計
責
任
者

平
井
修
一

神
田
和
一

平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
三
日

運
輸
た
の
せ
会

会
計
責
任
者

山
口
滋

石
橋
通
晴

平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
四
日

走
る
早
苗
会

主
た
る
事
務

大
和
郡
山
市
額
田

生
駒
市
東
生
駒
一

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

部
北
町
九
八
一
―

―
七
七
―
六

三
月
二
十
四
日

六



北
村
拓
哉
後
援
会

主
た
る
事
務

奈
良
市
東
包
永
町

奈
良
市
今
在
家
町

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

六
六
―
一

五
五
―
一

三
月
二
十
五
日

国
中
け
ん
じ
後
援
会

主
た
る
事
務

吉
野
郡
大
淀
町
桧

吉
野
郡
大
淀
町
北

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

垣
本
七
―
一

六
田
二
八
一
―
五

三
月
二
十
六
日

西
村
元
秀
を
支
援
す

代
表
者

笠
川
貴
士

服
部
英
二

平
成
二
十
七
年

る
会

三
月
二
十
六
日

秀
友
会

会
計
責
任
者

下
西
正
和

服
部
英
二

平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
六
日

山
田
ひ
と
き
後
援
会

代
表
者

山
田
依
弘

山
田
喜
久
男

平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
六
日

浦

あ
つ
し
後
援
会

代
表
者

浦

喬
史

森
和
則

平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
日

奈
良
県
珠
算
普
及
政

会
計
責
任
者

大
西
潤
一

松
島
義
夫

平
成
二
十
七
年

治
連
盟

三
月
三
十
日

西
岡
ひ
ろ
や
す
後
援

会
計
責
任
者

林
秀
和

霜
野
司
郎

平
成
二
十
七
年

会

三
月
三
十
日

南
き
い
ち
ろ
う
後
援

会
計
責
任
者

増
田
久
則

森
本
尚
順

平
成
二
十
七
年

会

三
月
三
十
日

小
川
和
俊
後
援
会

主
た
る
事
務

橿
原
市
曲
川
町
一

橿
原
市
曲
川
町
一

平
成
二
十
七
年

所
の
所
在
地

―
五
―
一
七

―
五
―
二
四

三
月
三
十
一
日



北
良
晃
後
援
会

会
計
責
任
者

萱
原
道
浩

上
田
嘉
明

平
成
二
十
七
年

三
月
三
十
一
日
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